
経済産業省からのお知らせ

平成１２年１０月１日に が改正され、規制対象製品には新マークを表示することがガス事業法

義務付けされました。

経過措置期間その際認めれた、旧マークが表示されているものであっても販売を可能とする

は、次表のとおりです。

経過措置満了後、新マークが表示されていないこれらの製品を販売又は販売目的で陳列する

ことは、 となりますので、ご注意ください。法令違反

｛経過措置満了日｝

規 制 対 象 品 新マーク 旧マーク 経過措置満了日

※１・半密閉燃焼式ガス瞬間

特定ガ 湯沸器

ス用品 ・半密閉燃焼式ガスストー

ブ 平成１７年９月３０日（ 旧 第 １

※２種ガス用 ・半密閉燃焼式ガスバー

ナー付ふろがま品）

・ガスふろバーナー

特定ガ ・開放燃焼式・密閉燃焼

ス用品 式・屋外式ガス瞬間湯沸

※３以外の 器

ガス用 ・開放燃焼式・密閉燃焼 なし 平成１７年９月３０日

品 式・屋外式ガスストーブ（旧第

・密閉燃焼式・屋外式ガス２種ガス

バーナー付ふろがま用品）

※１：検定合格マーク。
※２：登録製造事業者合格マーク。記号「Ｔ２ナ０１」は登録番号の例であり、事業者によって異なる。
※３：平成１１年以前に製造／輸入された開放式のもの、平成８年以前に製造／輸入された密閉式のもの、平

成元年に製造／輸入された屋外式のものは、旧第１種ガス用品として※１又は※２の旧マーク表示。

（問い合わせ先）

経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課 ０３－３５０１－４７０７（直通）
北海道経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 ０１１－７０９－１７９２（直通）
東北経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 ０２２－２１５－９８８７（直通）
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 ０４８－６００－０４０９（直通）
中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 ０５２－９５１－０５７６（直通）
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 ０６－６９６６－６０９８（直通）
中国経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 ０８２－２２４－５６７１（直通）
四国経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 ０８７－８３１－３２４０（直通）
九州経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 ０９２－４８２－５５２３（直通）
内閣府 沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課 ０９８－８６４－２３２１（直通）


